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○
国
土
交
通
省
告
示
第
二
百
七
十
九
号 

道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
六
十
七
号
）
第
五
十
八
条
の
三
第
一
項
及
び
第
四
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
第
五
十
八
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
自
動

車
及
び
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
行
う
認
定
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。 令

和
八
年
二
月
十
六
日 

国
土
交
通
大
臣 

金
子 

恭
之 

道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
第
五
十
八
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
自
動
車
及
び
同

条
第
四
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
行
う
認
定
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
告
示 

（
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
自
動
車
） 

第
一
条 

道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
（
以
下
「
保
安
基
準
」
と
い
う
。
）
第
五
十
八
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
国

土
交
通
大
臣
が
定
め
る
自
動
車
は
、
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
の
細
目
を
定
め
る
告
示
（
平
成
十
四
年
国
土
交
通

省
告
示
第
六
百
十
九
号
）
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
指
定
自
動
車
等
以
外
の
自
動
車
で
あ
っ
て
、
当
該
自

動
車
の
自
動
車
製
作
者
等
そ
の
他
保
安
上
又
は
公
害
防
止
上
支
障
を
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
又
は
支
障
を
生
じ

た
と
き
に
改
善
措
置
を
適
確
に
講
ず
る
こ
と
が
で
き
る
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
に
よ
り
ア
メ
リ
カ
合
衆
国

か
ら
輸
入
さ
れ
た
も
の
（
専
ら
乗
用
の
用
に
供
す
る
自
動
車
（
乗
車
定
員
十
人
以
上
の
自
動
車
、
二
輪
自
動
車
、
側
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車
付
二
輪
自
動
車
、
三
輪
自
動
車
、
カ
タ
ピ
ラ
及
び
そ
り
を
有
す
る
軽
自
動
車
並
び
に
被
牽 け

ん

引
自
動
車
を
除
く
。
）

そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。 

（
認
定
の
告
示
） 

第
二
条 
国
土
交
通
大
臣
は
、
保
安
基
準
第
五
十
八
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を

告
示
す
る
。 

（
認
定
の
取
消
し
の
告
示
） 

第
三
条 

国
土
交
通
大
臣
は
、
保
安
基
準
第
五
十
八
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
取
消
し
を
し
た
と
き
は
、

そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
告
示
す
る
。 

 

附 

則 

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 


